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源
平
闘
諍
録
全
釈
（
九
―
巻
一
上
⑨
（
一
五
オ
2
～
一
六
ウ
10
））早

　

川
　

厚
　

一

【
原
文
】

宮
聞
―二

食
此
事
一ヲ

引
―

1

繦カ
ツ

御
殿
―

籠
玉
フ

寔
ニ

見
二

御
―

歎
ノ

色
深

ク
ソ

（
一
）

御
―

座
ケ
ル

奉
レ

後
二

先
―

帝
近
―

衛
ノ

院
一ニ

久
―

寿
ノ

秋
ノ

初
ニ

消
二

同
草
―

葉
ノ

露
一ト

応
不
聞
（
二
）

繋
憂
―

事
一ヲ

ハ

口
惜
事

ニ

被
二ケ

ル

思
―

食
一

爰
父

ノ

大
―

臣
被
二 ナ

ク
サ
メ

―

申
一

者
以
不
随
世

ニ
（
一
）

2

而
モ

為
ト

狂
―

人
ト（

一
）

云
既
被

レ

下
二

詔
―

命
一

畢
無
下

3

申
コ
ト

子
細
一ヲ

処
只
―

速
ニ

可
二

有
入
内
一

也
是
偏

ニ

助
二

愚
―

老
一ヲ

御
―

座
ス

孝
―

行
ノ

御

計
又
不
レヤ

知
此
御
―

末
ニ

有
二ラ

ハ

王
子
御
誕
―

生
一

君
ハ
4

彼
〔（
被
）〕
崇

ア
カ
メ（

二
）

国
母
一ト

御
―

座
サ
ハ

愚
―

老
ハ

可
被
云
帝
―

祖
一

家
―

門
ノ

栄
―

花
ニ
ヤ

応
ラ
ン
ト

可
有
（
一
）

雖
誘
申
―

給
（
一
）

無
二

御
―

応
一ヘ

モ

又
其
比
宮
無
何

ト
（
一
）

御
手
習
次

ニ

書
―

ミ

斯
給

　

宇
幾
布
志
爾
沈
哉
終
河
竹
世
爾
多
免
志
奈
起
名
於
波
流
津

世▽
一
五
ウ

ニ
ハ

何
ト
モ

漏
―レ

聞
ケ
ム

哀
ニ

艶
―キ

様
コ
ソ
5

謳
―

哥
セ
シ

【
釈
文
】

　

宮
、
此
の
事
を
聞
こ
し
食
し
、
引
き

1

繦カ
ツ

き
て
、
御お

ん

殿と
の

籠ご
も

ら
せ
た
ま
ふ
。
寔

ま
こ
と

に
御
歎
き
の
色
深
く
ぞ
見
え
さ
せ
御
座
し
け
る
。
先
帝
近
衛ノ

院
に
後
れ
奉
り
し
久
寿
の
秋
の

初
め
に
、
同
じ
草
葉
の
露
と
消
え
た
り
せ
ば
、
繋か

か

る
憂
き
事
を
ば
聞
か
ざ
ら
ま
し
と
、
口
惜
し
き
事
に
ぞ
思
し
食
さ
れ
け
る
。

　

爰
に
父
の
大
臣
、
愛

ナ
グ
サ

め
申
さ
れ
け
る
は
、「『
世
に
随
は
ざ
る
を
以
て

2

狂
人
と
為す

』
と
云
へ
り
。
既
に
詔ぜ

う

命め
い

を
下
さ
れ
畢
ん
ぬ
。
子
細
を

3

申
す
に
処
無
し
。
只
速
か
に

入
内
有
る
べ
き
な
り
。
是
れ
偏

ひ
と
へ

に
愚
老
を
助
け
御
座
す
孝
行
の
御

お
ん

計
ぱ
か
ら

ひ
な
り
。
又
知
ら
ず
や
、
此
の
御
末
に
王
子
御
誕
生
有
ら
ば
、
君
は
国
母
と

4

崇ア
ガ

め
ら
れ
御
座
さ
ば
、

愚
老
は
帝
祖
と
云
は
る
べ
し
。
家
門
の
栄
花
に
や
有
る
べ
か
ら
ん
」
と
誘

こ
し
ら

へ
申
し
た
ま
ふ
と
雖
も
、
御
応い

ら

へ
も
無
し
。

　

又
其
の
比こ

ろ

、
宮
、
何
と
無
き
御
手
習
の
次
い
で
に
、
斯
く
書
き
愛

な
ぐ
さ

み
給
ひ
け
り
。

　

う
き
ふ
し
に
沈
み
や
終は

て
ん
河
竹
の
　

世
に
た
め
し
な
き
名
を
ば
流
し
つ

　

世▽
一
五
ウ

に
は
何
と
し
て
漏モ

れ
聞
こ
え
け
む
、
哀
れ
に
艶や

さ

し
き
様

た
め
し

に
こ
そ

5

謳
哥
せ
し
か
。
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（
二

）

【
注
解
】
〇
此
の
事
を
聞
こ
し
食
し
　

二
代
の
后
の
先
例
は
な
い
と
す
る
諸
卿
の

反
対
や
、
父
帝
後
白
河
院
の
批
判
に
も
耳
を
傾
け
ず
、
二
条
天
皇
が
強
引
に
入
内

の
準
備
を
進
め
て
い
る
こ
と
を
多
子
は
お
聞
き
に
な
っ
て
の
意
。
　

〇
引
き
繦
き

て 

〈
四
〉「
引

負

カ
ツ
カ
セ
下
ツ
ヽ」（

一
九
右
）、〈
延
〉「
引
カ
ヅ
キ
テ
」（
四
四
ウ
）、〈
長
〉「
曳

か
づ
き
て
」（
四
五
頁
）、〈
盛
〉「
引
カ
ヅ
キ
」（
八
七
頁
）。
但
し
、
中
世
古
辞
書
に
、

「
繦
」
の
読
み
「
か
づ
く
」
は
見
当
た
ら
な
い
。
天
文
本
『
字
鏡
鈔
』「
繦
　

タ
ス
キ
、

ツ
ラ
ヌ
ク
、
セ
ニ
ツ
ラ
ヌ
キ
、
ツ
ラ
ヌ
、
セ
ニ
」（
一
〇
〇
一
）。
　

〇
同
じ
草
葉

の
露
と
消
え
た
り
せ
ば
　

〈
屋
〉同
。
二
条
院
崩
御
の
折
に
一
緒
に
死
ん
で
し
ま
っ

て
い
た
な
ら
ば
の
意
。〈
四
・
延
・
長
・
盛
・
覚
・
中
〉「
同
草
葉
ノ
露
ト
キ
エ
、

家
ヲ
モ
出
テ
世
ヲ
モ
遁
レ
タ
リ
セ
バ
」（〈
延
〉
四
四
ウ
）。
一
緒
に
死
に
、
出
家

し
て
い
た
な
ら
ば
と
解
し
て
は
、
死
ん
だ
後
に
出
家
す
る
と
い
う
お
か
し
な
こ
と

に
な
り
、
こ
こ
は
、
諸
注
釈
に
見
る
よ
う
に
、「
同
じ
野
原
の
露
と
も
消
え
る
か
、

ま
た
は
出
家
し
て
い
た
ら
」（〈
全
注
釈
〉
上
―
九
五
頁
）
と
解
す
る
こ
と
に
な
る

の
だ
ろ
う
が
、
存
疑
。〈
闘
・
屋
〉
は
、
傍
線
部
を
欠
く
た
め
、
そ
う
し
た
問
題

は
な
い
。
　

〇
愛
め
申
さ
れ
け
る
は
　

底
本
「
被
二

ナ
ク
サ
メ―

申
一

者
」。「

」
は
、〈
全

注
闘
〉（
上
―
一
〇
五
頁
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
愛
」
の
古
字
（『
異
体
字
解

読
字
典
』
二
一
五
頁
、〈
名
義
抄
〉
法
中
八
〇
）。〈
名
義
抄
〉
に
よ
れ
ば
、「

」

は
「

」
と
同
字
で
、「
メ
ク
ム
、
オ
モ
フ
」の
読
み
が
あ
る
。
中
世
古
辞
書
に
、

「
な
ぐ
さ
む
」
の
読
み
は
見
当
た
ら
な
い
。
　

〇
『
世
に
随
は
ざ
る
を
以
て
狂
人

と
為
』
と
云
へ
り
…
　

諸
本
に
見
る
多
子
へ
の
説
得
記
事
は
、〈
闘
〉
の
記
事
を

次
の
よ
う
に
六
分
割
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
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①
『
世
に
随
は
ざ
る
を
以
て
狂
人
と
為
』
と
云
へ
り
。

②
既
に
詔
命
を
下
さ
れ
畢
ん
ぬ
。
子
細
を
申
す
に
処
無
し
。

③
只
速
か
に
入
内
有
る
べ
き
な
り
。

④
是
れ
偏
に
愚
老
を
助
け
御
座
す
孝
行
の
御
計
ひ
な
り
。

⑤
又
知
ら
ず
や
、
此
の
御
末
に
王
子
御
誕
生
有
ら
ば
、
君
は
国
母
と
崇
め
ら
れ
御

座
さ
ば
、
愚
老
は
帝
祖
と
云
は
る
べ
し
。

⑥
家
門
の
栄
花
に
や
有
る
べ
か
ら
ん

①
②
③
④
⑤
⑥
の
順
に
記
す
の
が
、〈
四
・
闘
・
盛
・
南
〉。〈
屋
・
中
〉
は
、
①

②
③
④
の
順
、〈
覚
〉
は
、
①
②
③
⑤
④
の
順
。〈
延
〉
は
、
①
②
④
⑤
⑥
の
記
事

の
後
に
、〈
長
〉
は
①
②
③
④
⑤
⑥
の
記
事
の
後
に
、
次
の
a
の
記
事
が
続
く
。

a
大
方
カ
ヤ
ウ
ノ
事
ハ
此
世
一
ツ
ノ
事
ナ
ラ
ヌ
上
、
天
照
大
神
ノ
御
計
ニ
テ
コ

ソ
候
ラ
メ
。（〈
延
〉
四
五
オ
）

③
を
欠
く
の
は
、〈
延
〉
の
み
。〈
延
〉
の
④
が
「
只
偏
ニ
愚
老
ヲ
…
」
と
③
の
冒

頭
の
「
只
速
か
に
…
」
の
「
只
」
を
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、〈
延
〉
は

③
を
脱
落
さ
せ
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。孝
行
を
強
調
す
る
④
を
諸
本
が
記
す
の
は
、

父
後
白
河
院
に
常
に
背
い
た
二
条
天
皇
の
親
不
孝
ぶ
り
を
強
調
す
る
こ
と
に
も
な

ろ
う
。
　

〇
既
に
詔
命
を
下
さ
れ
畢
ん
ぬ
。
子
細
を
申
す
に
処
無
し
　

勅
命
が
下

さ
れ
た
以
上
、
入
内
は
避
け
が
た
い
こ
と
に
な
る
。
も
し
入
内
を
拒
否
す
れ
ば
、

そ
れ
は
勅
命
に
背
く
こ
と
に
な
る
し
、
さ
ら
に
親
不
孝
と
も
な
る
こ
と
が
次
に
明

か
さ
れ
る
。
多
子
と
し
て
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
入
内
せ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
に
追

い
詰
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
　

〇
愚
老
は
帝
祖
と
云
は
る
べ
し
　

「
帝
祖
」

【
校
異
・
訓
読
】
1
底
本
「
繦
」
の
偏
、
行
人
偏
の
よ
う
に
見
え
る
。「
襁
」
は
、
同
字
（『
異
体
字
解
読
字
典
』
二
八
七
頁
）。
2
底
本
「
而
モ
」
と
あ
る
が
置
き
字
と
見

な
し
読
ま
な
い
。
3
「
申

コ
ト

」
に
従
え
ば
、
こ
の
前
後
、「
子
細
を
申
す
こ
と
処
無
し
」
と
読
む
こ
と
に
な
る
が
、「
コ
ト
」
の
振
仮
名
は
誤
り
と
見
た
。
4
「
彼
」
の
左
下

に
「
被
」。
5
訓
符
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
は
音
符
の
誤
り
と
解
し
て
読
ん
だ
。
本
文
の
近
似
す
る
〈
長
〉
に
も
、「
謳
歌
せ
し
」（
五
九
頁
）
と
あ
る
。
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と
す
る
の
は
、
他
に
〈
長
・
盛
・
南
〉、〈
四
・
覚
〉「
外
祖
」、〈
延
〉「
外
祖
父
」。

「
帝
祖
」
は
皇
帝
の
祖
父
の
意
。「
外
祖
」「
外
祖
父
」
は
、
母
方
の
祖
父
の
意
。

〈
名
義
抄
〉「
祖
父
　

オ
ホ
ヂ
」、「
外
祖
父
　

母
方
ノ
オ
ホ
ヂ
」（
僧
中
五
一
）。
必

ず
し
も
皇
帝
の
祖
父
の
意
と
は
限
ら
な
い
。
　

〇
有
る
べ
か
ら
ん
　

「
応
」
を
「
ら

ん
」
と
も
読
む
こ
と
に
つ
い
て
は
、
本
全
釈
七
―
九
頁
の
注
解
「
後
に
悪
心
無
く

は
終
ま
で
も
栄
ゆ
べ
し
と
覚
え
た
り
」
参
照
。
　

〇
何
と
無
き
御
手
習
の
次
い
で

に 

〈
屋
・
覚
〉
同
、〈
四
〉「
無
レキ

何
に
と

　

御
手
間
捜マ

ニに

」（
二
〇
右
）、〈
延
〉「
只
御

泪
ニ
ノ
ミ
咽
バ
セ
給
テ
」（
四
五
オ
）、〈
長
〉「
何
と
な
き
御
手
習
に
」（
四
五
頁
）、

〈
南
〉「
何
ト
ナ
キ
御
手
ス
サ
ミ
ノ
次
ニ
」（
五
四
頁
）、〈
中
〉「
お
と
ゞ
の
御
返
事

か
と
お
ぼ
し
く
て
、
御
硯
の
ふ
た
に
」（
三
二
頁
）。「
手
習
」は
、
習
字
の
意
だ
が
、

「
何
と
無
き
」
と
す
る
よ
う
に
、
実
際
は
、〈
四
〉「
手
ま
さ
ぐ
り
」、〈
南
〉「
手
す

さ
み
」
の
意
に
近
く
、特
に
目
的
も
な
く
手
慰
み
に
、浮
き
名
を
流
す
こ
と
と
な
っ

た
辛
い
思
い
を
書
き
留
め
た
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
、
父
実
能
へ
の
返
事

を
書
き
留
め
た
か
と
す
る
〈
中
〉
の
場
合
は
、
そ
う
し
た
文
脈
か
ら
は
や
や
ず
れ

て
い
る
と
言
え
よ
う
。
　

〇
う
き
ふ
し
に
沈
み
や
は
て
ん
河
竹
の
　

世
に
た
め
し

な
き
名
を
ば
流
し
つ
　

第
二
句
、〈
四
〉「
し
づ
み
や
は
て
ん
」（
二
〇
右
）、〈
延
〉

「
シ
ヅ
ミ
モ
ハ
テ
ヌ
」（
四
五
オ
。〈
中
〉
も
同
）、〈
長
〉「
し
づ
み
も
や
ら
で
」（
五
九

頁
。〈
南
・
屋
・
覚
〉
も
同
）、〈
盛
〉「
沈
ミ
モ
ハ
テ
ヾ
」（
八
八
頁
）、第
五
句
〈
四
〉

「
名
を
ば
な
が
し
て
」、〈
延
〉「
名
ヲ
ヤ
流
サ
ム
」（〈
長
・
南
・
屋
・
覚
・
中
〉
も
同
）、

〈
盛
〉「
名
ヲ
バ
ナ
ガ
シ
ツ
」。〈
闘
〉「
沈
哉
終
」
は
、〈
四
〉
と
同
様
に
「
沈
み
や

は
て
ん
」
と
読
ん
で
良
か
ろ
う
。〈
長
・
南
・
屋
・
覚
〉
の
「
し
づ
み
も
や
ら
で
」

や
、〈
盛
〉「
沈
ミ
モ
ハ
テ
ヾ
」
の
場
合
、「
う
き
ふ
し
」
と
は
、
夫
近
衛
帝
崩
御

の
こ
と
を
指
そ
う
。
に
対
し
て
、〈
四
・
闘
〉「
沈
み
や
は
て
ん
」
の
場
合
、
今
回

の
再
入
内
の
こ
と
を
指
し
、「
こ
の
辛
い
折
に
身
を
投
げ
て
し
ま
お
う
か
、
比
類

の
な
い
汚
名
を
流
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
こ
と
よ
」
と
解
す
る
こ
と
に
な
ろ
う

（〈
四
評
釈
〉
一
―
四
九
頁
）。
そ
の
場
合
、
現
在
の
こ
と
を
「
う
き
ふ
し
」
と
表

現
す
る
点
に
無
理
が
感
じ
ら
れ
る
と
す
る
佐
伯
真
一
の
見
解
も
あ
る（〈
四
評
釈
〉

一
―
五
〇
頁
）。〈
延
・
中
〉
も
、
こ
の
ま
ま
で
は
解
し
が
た
い
の
で
は
な
い
か
。

「
ハ
テ
ヌ
」
は
、〈
四
・
闘
〉
の
「
は
て
ん
」
の
訛
伝
と
も
、〈
盛
〉
の
「
ハ
テ
ヾ
」

（「
不
終
」〔
例
え
ば
、〈
四
〉
の
異
本
静
嘉
堂
文
庫
本
に
見
る
形
〕
を
、「
ハ
テ
ヾ
」

と
読
ま
ず
、「
ハ
テ
ヌ
」
と
誤
読
し
た
）
の
誤
り
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

【
原
文
】

入
―

内
ノ

日
ニ
ハ

父
ノ

大
―

臣
供
―

奉
ノ

上
―

達
―

1

都ヒ

〔
部

ノ

〕
出
―

車
ノ

儀
―

式
不
被
及
被
心

モ

言
一モ

宮
ハ

可
キ

物
―

憂
一ル

御
出
―

立
疾

ニ
モ

不
奉
出
一

遥
ニ

夜
―

深
テ

向
ヒ

半
（
一
）

扶
（
カ
キ
）―

乗ノ
セ

御
―

坐

故
コ
ト
サ
ラ

有
色
（
一
）

御
―

衣
不
被
召
（
一
）

只
2

白
〔（
自
歟
）〕
御
―

衣
十
五
計
被
召
（
一
）

参
内

ニ

給
シ

即
承

玉
ヒ

恩
一ヲ

渡
3

麗
（
シ
ヤ
）―

景
―

殿
一ニ

御
座

ス

常
（
ヒ
タ
ス
ラ
）

―

連
奉
レツ

リ

勧
二

朝
―

政
一

御
―

座
御
有
―

様
也
又
清
―

冷
殿

ノ

画
―

図
ノ

障
子

ニ

有
下リ

書
〔（
画
歟
）〕
レ

月
所
上

此
ハ

近
衛

ノ

院
幼
―

帝
ニ
テ

渡
御
―

座
シ

当
―

初
無
何
（
一
）

御
手
―

間マ

探
サ
ク
リ

書

陰
ク
モ
ラ
カ
シ

御
―

座
タ
リ
シ
カ

乍
有
（
一
）

少
モ

不
更カ

ハ
（
一
）

有
ケ
ル
ヲ

被
二

御
覧
一

思
二―

出
先
帝

ノ

昔

一ヲ

恋
御
―

座
ケ
ム

右
コ
ソ
4

被
二ケ

ル

思
―

食
連
一

　
　

思
幾
耶
宇
起
身
那
賀
良
爾
免
具
利
記
天
同
雲
井
能
月
越
美
無
登
半

此
間

ノ

御
事
共
哀

ニ

艶
御
有
―

様
也
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再
入
内
に
対
し
、
父
公
能
が
入
念
な
準
備
を
し
た
と
す
る
が
、『
今
鏡
』
は
、「
二

条
の
帝
の
御
時
、
あ
な
が
ち
に
御
消
息
あ
り
け
れ
ば
、
父
大
臣
も
か
た
が
た
申
し

か
へ
さ
せ
給
ひ
け
れ
ど
も
、
忍
び
た
る
さ
ま
に
て
、
参
ら
せ
た
て
ま
つ
り
給
へ
り

け
る
に
」（
全
訳
注
中
―
六
二
六
頁
）
と
、
父
公
能
は
、
再
入
内
を
辞
退
し
よ
う

と
し
た
が
、
辞
退
し
き
れ
ず
に
、
人
目
に
つ
か
な
い
よ
う
ひ
っ
そ
り
と
入
内
さ
せ

た
と
す
る
。『
平
家
物
語
』
の
場
合
、
公
能
は
、
二
代
の
后
と
い
う
異
常
な
事
態

に
は
戸
惑
い
な
が
ら
も
、「
家
門
の
栄
花
に
や
有
る
べ
か
ら
ん
」
と
娘
を
説
得
し

た
よ
う
に
、
今
回
の
入
内
は
、
徳
大
寺
家
一
門
の
期
待
を
担
っ
た
も
の
で
も
あ
っ

た
。〈
盛
全
釈
〉（
六
―
四
一
～
四
二
頁
）
参
照
。
　

〇
宮
は
物
憂
か
る
べ
き
御
出

で
立
ち
な
れ
ば
、
疾
に
も
出
で
奉
ら
ず
　

〈
四
・
延
・
長
・
南
・
屋
・
覚
・
中
〉

同
、〈
盛
〉
な
し
。
こ
の
一
文
は
、
次
に
記
さ
れ
る
、
宮
が
夜
更
け
て
出
で
立
っ

た
こ
と
へ
の
説
明
と
な
る
。
次
項
参
照
。
　

〇
遥
か
に
夜
深
け
て
半
ば
に
向
か
ひ

て
ぞ
扶
乗
せ
御
坐
し
け
る
　

当
時
の
入
内
は
夜
に
行
わ
れ
た
。〈
延
全
注
釈
〉
の

挙
げ
る
応
保
元
年
（
一
一
六
一
）
十
二
月
十
七
日
、
藤
原
忠
通
の
養
女
（
実
父
は

【
注
解
】
〇
入
内
の
日
に
は
　

入
内
は
、
永
暦
元
年
（
一
一
六
〇
）
一
月
二
十
六

日
（『
帝
王
編
年
記
』）。〈
闘
〉
と
同
様
に
、
入
内
当
日
の
様
子
と
し
て
記
す
の

が
、〈
四
・
盛
・
南
・
屋
・
覚
・
中
〉。〈
延
・
長
〉
は
、
入
内
の
日
時
が
定
ま
っ

て
以
降
、
入
内
当
日
ま
で
の
準
備
の
様
子
と
し
て
記
す
。〈
延
〉「
既
ニ
入
内
ノ
日

時
定
ニ
ケ
レ
バ
、
父
大
臣
、
供
奉
ノ
上
達
部
、
出
車
ノ
儀
式
、
常
ヨ
リ
モ
メ
ヅ
ラ

シ
ク
、
心
モ
詞
モ
及
バ
ズ
出
シ
立
テ
マ
イ
ラ
セ
給
ヘ
リ
」（
四
五
オ
～
四
五
ウ
。

傍
線
部
の
説
明
は
、
次
項
参
照
）。
　

〇
父
の
大
臣
、
供
奉
の
上
達
部
、
出
車
の

儀
式
、
心
も
言
も
及
ば
れ
ず
　

〈
闘
〉
の
付
訓
に
よ
れ
ば
、「
供
奉
の
上
達
部
の
」

と
な
る
が
誤
り
。
父
公
能
は
、
お
供
の
公
卿
や
、
出
車
の
儀
式
な
ど
、
入
念
に
入

内
の
準
備
を
な
さ
れ
た
の
意
。〈
闘
・
盛
〉
の
場
合
、「
心
も
言
も
及
ば
れ
ず
」
で

文
が
終
わ
る
が
、
収
ま
り
が
悪
い
。〈
盛
〉「
父
ノ
大
臣
ハ
、
供
奉
ノ
上
達
部
、
出

車
ノ
儀
式
、
心
モ
詞
モ
及
ズ
」（
1
―
八
八
頁
）。〈
四
・
延
・
長
・
南
・
屋
・
覚
・

中
〉
の
よ
う
に
、
こ
の
後
に
、「
出
シ
立
テ
マ
イ
ラ
セ
給
ヘ
リ
」（
前
項
に
引
用
し

た
〈
延
〉
の
傍
線
部
）
が
あ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
な
お
、『
平
家
物
語
』
諸
本
は
、

【
釈
文
】

　

入
内
の
日
に
は
、
父
の
大お

と

ど臣
、
供
奉
の
上か

ん
だ
ち
め

達
部

1

〔
都
〕、
出

し
ゆ
つ
し
や

車
の
儀
式
、
心
も
言

こ
と
ば

も
及
ば
れ
ず
。
宮
は
物
憂
か
る
べ
き
御
出
で
立
ち
な
れ
ば
、
疾と

み

に
も
出
で
奉
ら
ず
、

遥
か
に
夜
深
け
て
半
ば
に
向
か
ひ
て
ぞ
扶カ

キ

ノ乗
せ
御
坐
し
け
る
。
故

コ
ト
サ
ラ

色
有
る
御お

ん

ぞ衣
を
召
さ
れ
ず
、
只

2

白
き
御
衣
十
五
ば
か
り
ぞ
召
さ
れ
け
る
。
内
に
参
ら
せ
給
ひ
し
に
、

即や
が

て
恩
を
承
ら
せ
た
ま
ひ
て
、

3

麗れ
い

景け
い

殿で
ん

に
渡
ら
せ
御
座
す
。
常

ヒ
タ
ス
ラ連

朝
あ
さ
ま
つ
り
ご
と

政

を
勧
め
奉ツ

り
御
座
す
御
有
様
な
り
。
又
清せ

い

冷
り
や
う

殿で
ん

の
画ぐ

わ

と図
の
障
子
に
、
月
を
書
〔
画
〕
き
た
る

所
有
り
。
此
れ
は
近
衛ノ

院
の
幼
帝
に
て
渡
ら
せ
御
座
し
し
当そ

の

初か
み

、
何
と
無
き
御
手て

間マ

探
サ
グ
リ

に
書
き
陰

ク
モ
ラ
カし

御
座
し
た
り
し
が
、
有
り
し
な
が
ら
に
少
し
も
更カ

ハ

ら
ず
有
り
け
る
を

御
覧
ぜ
ら
れ
け
る
に
、
先
帝
の
昔
を
思
ひ
出
だ
し
、
恋
し
く
や
御
座
し
け
む
、
右か

く

こ
そ
思
し
食
し
連つ

づ

け
4

ら
れ
け
る
。

　
　

思
ひ
き
や
う
き
身
な
が
ら
に
め
ぐ
り
き
て
　

同
じ
雲
井
の
月
を
み
む
と
は

　

此
の
間
の
御
事
共
、
哀
れ
に
艶や

さ

し
き
御
有
様
な
り
。

【
校
異
・
訓
読
】
1
「
都
」
を
見
せ
消
ち
と
し
、
右
に
「
部

ノ

」
と
傍
書
す
る
。
2
「
白
」
の
右
に
「
自
歟
」
と
傍
書
す
る
。「
白
」
が
正
し
い
。
3
「
麗
」
の
付
訓
「
シ
ヤ
」

は
、「
麗
」
を
「
灑
」
と
解
し
た
た
め
の
誤
読
で
、正
し
い
読
み
を
留
め
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
4
「
右
こ
そ
」
の
結
び
と
し
て
は
、「
ら
れ
け
れ
」
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
。
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徳
大
寺
実
能
）
の
二
条
天
皇
へ
の
入
内
は
亥
刻
（
午
後
十
時
。『
山
槐
記
』）、
承

安
元
年
（
一
一
七
一
）
十
二
月
二
日
、
平
徳
子
（
清
盛
の
女
）
の
高
倉
天
皇
へ
の

入
内
は
戌
刻
（
午
後
八
時
。『
兵
範
記
』）
の
他
、
寛
仁
二
年
（
一
〇
一
八
）
三
月

七
日
、
藤
原
道
長
の
女
威
子
の
一
条
天
皇
へ
の
入
内
は
酉
刻
（
午
後
六
時
。『
御

堂
関
白
記
』）、
長
暦
三
年
（
一
〇
三
九
）
十
二
月
二
十
一
日
、
藤
原
教
通
の
女
生

子
の
後
朱
雀
天
皇
へ
の
入
内
は
「
亥
終
」（『
春
記
』）
等
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

当
時
の
入
内
は
夜
に
か
け
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
、『
平
家
物
語
』

は
、
気
の
進
ま
な
い
入
内
の
た
め
、
多
子
は
、
急
い
で
も
お
出
に
な
ら
ず
、
そ
の

た
め
夜
も
更
け
た
頃
に
、
車
に
お
乗
り
に
な
っ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。〈
盛
〉
が

前
項
の
一
文
を
欠
く
の
は
、
当
時
の
入
内
が
夜
も
遅
く
行
わ
れ
る
こ
と
に
気
付
い

た
た
め
削
除
し
た
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
　

〇
故
色
有
る
御
衣
を
召
さ
れ
ず
、
只

白
き
御
衣
十
五
ば
か
り
ぞ
召
さ
れ
け
る
　

〈
四
・
延
・
長
・
盛
・
南
・
屋
・
中
〉

同
、〈
覚
〉
な
し
。
例
え
ば
、
堀
河
天
皇
に
篤
子
内
親
王
が
入
内
し
た
際
に
は
、

「
裏
濃
蘇
芳
御
衣
五
、
濃
御
単
、
同
御
袴
、
同
打
衣
、
上
着
梅
花
五
重
、
上
着
黄

菊
五
重
、
小
打
着
赤
色
五
重
唐
衣
、
白
羅
御
裳
也
」
と
い
う
装
束
で
あ
っ
た
（『
中

右
記
』
寛
治
五
年
十
月
二
十
五
日
条
）。『
平
家
物
語
』
で
は
、
白
の
御
衣
は
、
気

の
進
ま
な
い
再
入
内
へ
の
多
子
の
心
情
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る

が
、
多
子
の
着
る
衣
装
と
し
て
、
必
ず
し
も
特
異
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。〈
盛

全
釈
〉
の
注
解
「
色
深
キ
御
衣
ヲ
バ
不
被
召
」「
殊
白
御
衣
十
五
計
ヲ
ゾ
召
レ
ケ

ル
」（
六
―
四
二
頁
）
参
照
。
　

〇
麗
景
殿
　

後
宮
の
殿
舎
の
一
つ
だ
が
、
そ
の

位
置
は
、
弘
徽
殿
と
東
西
に
向
か
い
合
う
場
所
に
あ
り
、
帝
が
清
涼
殿
か
ら
通
う

に
は
弘
徽
殿
を
通
過
し
て
か
ら
訪
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
弘
徽
殿
や
藤
壺
に
比

べ
、
や
や
奥
ま
っ
た
存
在
で
あ
っ
た
（
神
作
光
一
、一
九
頁
）。
身
を
隠
す
よ
う
に

し
て
入
内
し
よ
う
と
し
た
多
子
に
と
っ
て
は
、
ふ
さ
わ
し
い
殿
舎
で
あ
っ
た
と
言

え
よ
う
。
　

〇
常
連
朝
政
を
勧
め
奉
り
御
座
す
御
有
様
な
り
　

〈
四
・
延
・
盛
・
南
・

屋
・
覚
・
中
〉
同
、〈
長
〉
な
し
。
高
宗
崩
御
の
後
、
始
祖
太
宗
の
世
を
続
い
て

経
営
し
た
武
后
の
功
績
は
古
今
に
類
な
い
と
す
る
〈
闘
〉
に
お
い
て
、
多
子
も
ま

た
、
二
条
天
皇
の
治
世
を
助
け
た
と
し
て
描
か
れ
る
。
本
全
釈
の
注
解
「
先
帝
崩

御
の
後
、
太
宗
の
世
を
相
ひ
継
ぎ
て
経
営
せ
し
む
る
こ
と
、
其
の
功
績
古
今
に
も

類
ひ
無
し
と
ぞ
言
ひ
つ
べ
し
」（
八
―
一
二
頁
）
参
照
。
　

〇
有
り
し
な
が
ら
に

少
し
も
更
ら
ず
有
り
け
る
を
御
覧
ぜ
ら
れ
け
る
に 

〈
四
・
闘
・
延
・
長
〉
は
、「
清

涼
殿
の
画
図
の
障
子
」
に
描
か
れ
た
絵
と
す
る
の
み
だ
が
、〈
南
・
屋
・
覚
・
中
〉

は
、
巨
勢
金
岡
が
描
い
た
絵
と
す
る
。
そ
の
障
子
絵
に
、
近
衛
院
が
ま
だ
幼
帝
で

あ
っ
た
頃
、
い
た
ず
ら
が
き
し
た
も
の
が
ま
だ
残
さ
れ
て
い
た
の
を
、
宮
は
御
覧

に
な
っ
て
、
昔
の
こ
と
を
懐
か
し
く
思
い
出
し
た
と
す
る
。
し
か
し
、
宮
が
、
二

条
天
皇
に
再
入
内
し
た
時
に
は
、
近
衛
幼
帝
時
代
の
里
内
裏
は
い
ず
れ
も
焼
亡
し

て
い
て
、『
平
家
物
語
』
が
描
く
よ
う
に
障
子
絵
の
い
た
ず
ら
が
き
を
宮
が
見
て

懐
か
し
ん
だ
と
す
る
状
況
は
考
え
が
た
い
。〈
盛
全
釈
〉
の
注
解
「
先
朝
ノ
昔
ヤ

恋
シ
ク
思
食
ケ
ン
…
御
イ
タ
ハ
シ
ケ
レ
」（
六
―
四
九
～
五
〇
頁
）
参
照
。
　

〇

先
帝
の
昔
を
思
ひ
出
だ
し
、
恋
し
く
や
御
座
し
け
む
　

『
平
家
物
語
』
で
は
、
二

条
天
皇
は
、
常
に
父
の
仰
せ
に
背
い
た
親
不
孝
の
天
皇
と
し
て
描
か
れ
る
。
そ
の

二
条
天
皇
の
も
と
に
不
本
意
な
が
ら
も
嫁
い
だ
宮
に
と
っ
て
、
懐
か
し
く
思
い
出

さ
れ
る
の
が
、
近
衛
天
皇
と
の
結
婚
生
活
で
あ
っ
た
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
二

条
天
皇
は
、「
二
代
后
」
で
は
近
衛
天
皇
と
対
照
さ
れ
、
さ
ら
に
こ
の
後
、
孝
子
・

賢
王
と
し
て
描
か
れ
る
高
倉
天
皇
と
対
照
さ
れ
、「
二
条
院
モ
賢
王
ニ
テ
渡
セ
給

ケ
ル
ガ
、
御
位
ニ
即
セ
給
テ
後
ハ
、『
天
子
ニ
父
母
ナ
シ
』
ト
常
ニ
ハ
被
仰
一

テ
、

法
皇
ノ
仰
ヲ
モ
用
マ
ヒ
ラ
セ
給
ザ
リ
シ
カ
バ
、
本
意
ナ
キ
事
ニ
思
食
タ
リ
シ
故
ニ

ヤ
、
世
ヲ
モ
シ
ロ
シ
メ
ス
事
モ
程
ナ
カ
リ
キ
。
サ
レ
バ
継
体
ノ
君
ニ
テ
モ
渡
セ
給
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【
引
用
研
究
文
献
】

＊
神
作
光
一
「『
花
散
里
』
を
読
む
」（『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
　

花
散
里
』
至
文
堂
二
〇
〇
三
・
6
）

＊
早
川
厚
一
『
平
家
物
語
を
読
む
　

成
立
の
謎
を
さ
ぐ
る
』（
和
泉
書
院
二
〇
〇
〇
・
3
）

【
原
文
】

六
　

二
条
院
崩
御
事

繋
―

程
永
万
元
年
〈
乙
酉
〉
春
比

ヨ
リ

主
上
二
条
院▽

一
六
オ

御
―

悩
之
由
聞
―シ

程
ニ

其
夏

ノ

初
ニ
ハ

事
ノ

外
ニ

御
御
不
―

豫
之
間
右
大
―

臣
1

実
―

能ノ
ウ

ノ

卿
ノ

御
娘
之
腹

ニ

今
―

上
ノ

宮
ノ

成
セ

二
―

歳
（
一
）

給
ヲ

可
奉
立
皇
子
（
一
）

之
由
聞
―シ

程
ニ

六
月
廿
五
日
俄

ニ

被
下
二

親
王

ノ

宣
―

旨
一ヲ

即
其
―

夜
奉
譲
二

御
位
一ヲ

無
何
天
下

タ
ル

有
―

様
也

2

尋
二ニ

我
朝

ノ

童
―

帝
一ヲ

者
人
―

王
五
十
六
代
清
和
天
皇
〈
諱

云
惟
仁
〉
九
―

歳
受
二

文
徳
天
皇
之
譲

（
ヲ
）

（
一
）

天
安
元
年
〈
丁
丑
〉
十
二
月
七
日
於
二

大
極
殿
一ニ

有
リ

御
即
―

位
一

是
ハ

和
―

国
童
帝
始
也
振
―

旦
周
―

公
―

旦
代
成
―

王
於
南
―

面
准
被
行

政
（
一
）

祖
―

父
忠
―

仁
―

公
奉
レツ

ル

扶
―二

持
幻
―

主
一

是
摂
―

政
ノ

始
也
陽
―

成
天
皇
〈
諱
云
貞
明
〉
九
―

歳
一
―

条
―

院
七
―

歳
後
―

一
―

条
―

院
九
―

歳
是
―ハ

責
テ

付
二

善
―

悪
一ニ

御
―

心
モ

長
有
二

分
―

別
ノ

方
一モ

ト
モ

可
然
（
一
）

々
鳥
羽
院

ハ

五
―

歳
近
―

衛
院

3

三
―

歳
ニ
シ
テ
4

有
二ヲ

御
即
―

位
一

早
―

脱
人
申
―

合
此
君

ハ

〈
諱
云
順
仁
〉
僅

ニ

成
二
―

歳
（
一
）

給
無
（
二
）

先
―

例
一

5

物
―

騒
ク

人
皆
申

ケ
ル

繋
―

（
シ
）

程
七
月
廿
二
日
新▽

一
六
ウ

院
〈
二
条
院
〉
下
位
（
一
）

後
纔

ニ

申
二

卅
余
日
一ト

有
二

御
隠
一

哀
哉
昨
日

ハ

当
―

帝
昇
二テ

十
―

善
宝
―

位
一ニ

声
―

花
シ

今
日

ハ

新
―

院
出
二

九
重

ノ

玉
―ノ

棲
一

潦ヲ
チ

―

倒
父

ノ

御

年
ハ

廿
三
御
子

ハ

纔
ニ

二
歳
乍
云
二

老
少
前
後
一ト

世
ニ

浅
―

猿
キ

御
事
也

【
釈
文
】

六
　

二
条
院
崩
御
の
事

　

繋か
か

る
程
に
、
永
万
元
年
〈
乙

き
の
と
と
り

酉
〉
の
春
の
比
よ
り
、
主
上
二
条
院▽

一
六
オ

御
悩
の
由
聞
こ
え
し
程
に
、
其
の
夏
の
初
め
に
は
事
の
外
に
御
不ふ

豫よ

に
御
す
間
、
右
大
臣

1

実
能ノ

卿
の

御
娘
の
腹
に
、
今
上
の
宮
の
二
歳
に
成
ら
せ
給
ふ
を
、
皇
子
に
立
て
奉
る
べ
き
由
聞
こ
え
し
程
に
、
六
月
廿
五
日
、
俄

に
は
か

に
親
王
の
宣
旨
を
下
さ
れ
て
、
即や

が

て
其
の
夜
御
位
を

譲
り
奉
り
き
。
何
と
無
く
天
下

あ
は

て
た
る
有
様
な
り
。「
我
が
朝
の
童と

う

帝た
い

を
2

尋
ぬ
る
に
、
人
王
五
十
六
代
清
和
天
皇
〈
諱
を
惟こ

れ
ひ
と仁

と
云
ふ
〉
九
歳
に
て
文
徳
天
皇
の
譲
り

ハ
ズ
」（〈
延
〉
巻
三
―
一
〇
三
オ
～
一
〇
三
ウ
）
と
批
判
さ
れ
る
（
早
川
厚
一
、

一
四
六
～
一
五
〇
頁
）。 

〇
思
ひ
き
や
う
き
身
な
が
ら
に
め
ぐ
り
き
て
　

同
じ

雲
井
の
月
を
み
む
と
は
　

『
今
鏡
』
や
『
玉
葉
和
歌
集
』
に
よ
れ
ば
、こ
の
歌
は
、

入
内
し
た
多
子
が
実
際
の
月
を
見
て
昔
を
思
い
出
し
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
っ
た
。
御

所
か
ら
見
た
そ
の
「
同
じ
雲
井
の
月
」
を
、
幼
帝
で
あ
っ
た
近
衛
院
が
い
た
ず
ら

が
き
し
た
障
子
絵
の
月
を
多
子
が
見
て
、
昔
を
懐
か
し
ん
で
詠
ん
だ
歌
と
解
釈
し

直
し
た
の
が『
平
家
物
語
』で
あ
っ
た
。
再
入
内
し
た
多
子
が
身
を
寄
せ
た
の
は
、

近
衛
院
と
共
に
暮
ら
し
た
御
所
で
あ
っ
た
と
す
る
伝
承
が
早
く
か
ら
あ
っ
た
こ
と

は
、『
今
鏡
』
に
、「
昔
の
御
住
居
も
同
じ
さ
ま
に
て
」（
全
訳
注
『
今
鏡
』
中
―

六
二
六
頁
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
分
か
る
。
そ
う
し
た
素
地
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、

『
平
家
物
語
』
に
み
る
よ
う
な
解
釈
が
可
能
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
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【
注
解
】
〇
永
万
元
年
〈
乙
酉
〉
の
春
の
比
よ
り
、
主
上
二
条
院
御
悩
の
由
聞
こ

え
し
程
に
…
　

二
条
院
不
予
の
記
録
を
残
す
『
顕
広
王
記
』
に
よ
れ
ば
、
二
月
半

ば
頃
に
発
病
し
、
そ
の
後
平
癒
は
し
た
も
の
の
、
四
月
以
降
に
な
る
と
天
皇
不
予

関
連
の
記
事
が
多
く
な
る
よ
う
に
、
夏
以
降
に
病
は
重
く
な
っ
た
よ
う
で
あ

る
。 

〇
右
大
臣
実
能
卿
の
御
娘
の
腹
に
　

〈
四
〉「
大
蔵

の

大
輔ヨ

ウ

壱イ

岐キ

の

兼
守モ

リ
か

娘
の

腹
に

」（
二
一
右
）、〈
延
〉「
大
膳
大
夫
紀
兼
盛
ガ
娘
ノ
腹
ニ
」（
四
六
オ
）、〈
長
〉

「
大
膳
大
夫
か
ね
な
り
が
娘
の
は
ら
に
」（
六
〇
頁
）、〈
盛
〉「
大
蔵
太
輔
紀
兼
盛

ガ
娘
ノ
腹
ニ
」（
九
〇
頁
）、〈
南
〉「
大
蔵
権
大
輔
紀
ノ
兼
盛
ガ
娘
ノ
腹
ニ
」（
五
八

頁
）、〈
屋
〉「
大
蔵
大
輔
イ
キ
ノ
兼
盛
ガ
娘
ノ
腹
ニ
」（
三
四
頁
）、〈
覚
〉「
大
蔵

大
輔
伊
吉
兼
盛
が
娘
の
腹
に
」（
三
三
頁
）。『
顕
広
王
記
』永
万
元
年（
一
一
六
五
）

六
月
二
十
五
日
条
裏
書
に
は
、「
年
二
歳
、
依
レ

養
二

育
中
宮
一

為
二

一
宮
一

有
二

此
事
一

歟
。
母
大
蔵
大
輔
伊
岐
致
遠
法
師
女
子
也
」、『
百
練
抄
』
六
月
十
七
日
条
に
は
、

「
於
二

関
白
第
一

定
二

立
太
子
事
一

。〈
今
上
第
二
皇
子
。
去
年
誕
生
。
母
故
左
大
臣
実

能
公
女
。
実
大
蔵
大
輔
藤
原
義
盛
女
。〉
継
母
中
宮
〈
育
子
〉、養
為
レ

子
」
と
あ
る
。

工
藤
浩
台
に
よ
れ
ば
、
六
条
天
皇
の
生
母
で
あ
る
伊
岐
氏
は
、
低
い
出
自
で
あ
っ

た
た
め
、『
愚
管
抄
』
が
六
条
の
母
に
つ
い
て
、「
御
母
ハ
タ
レ
ト
モ
サ
ダ
カ
ニ
キ

コ
ヱ
ズ
」（
旧
大
系
二
四
一
頁
）
と
記
し
、
天
皇
家
の
系
図
や
記
録
に
六
条
の
母

を
空
欄
に
し
て
い
る
も
の
（『
日
本
皇
帝
系
図
』
等
）
や
、
養
母
で
あ
る
は
ず
の

中
宮
育
子
を
実
母
で
あ
る
か
の
よ
う
に
記
載
し
て
い
る
も
の
（『
本
朝
皇
胤
紹
運

録
』『
一
代
要
記
』『
帝
王
編
年
記
』
等
）
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
伊
岐
氏
が
、
公

に
は
天
皇
生
母
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
と
す
る（
四
四
頁
）。
な
お
、

伊
岐
善
盛
（
致
遠
）
は
、
徳
大
寺
家
の
家
司
で
、
故
に
、
そ
の
娘
を
、
徳
大
寺
左

大
臣
実
能
の
女
と
し
て
、二
条
院
に
侍
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る（
佐

伯
智
広
一
〇
五
～
一
一
一
頁
）。

　

〇
皇
子
に
立
て
奉
る
べ
き
　

「
皇
子
」、〈
四
・
延
・

長
・
盛
・
南
〉「
皇
太
子
」、〈
屋
〉「
大
子
」、〈
覚
・
中
〉「
太
子
」。
当
初
皇
太
子

に
立
て
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
二
条
天
皇
の
病
重
く
、
急
遽
譲
位
が
行
わ
れ
る
こ

を
受
け
、
天
安
元
年
〈
丁

ひ
の
と
う
し

丑
〉
十
二
月
七
日
、
大
極
殿
に
て
御
即
位
有
り
。
是
れ
は
和
国
童
帝
の
始
め
な
り
。
振し

ん

旦だ
ん

の
周し

う

公こ
う

旦た
ん

の
成
王
に
代
は
り
、
南
面
に
し
て
政

ま
つ
り
ご
とを

行

は
れ
し
に
准

な
ぞ
ら

へ
て
、
祖
父
忠
仁
公
、
幼
（
幻
）
主
を
扶
持
し
奉ツ

る
。
是
れ
摂
政
の
始
め
な
り
。
陽
成
天
皇
〈
諱
を
貞
明
と
云
ふ
〉
九
歳
、
一
条
院
七
歳
、
後
一
条
院
九
歳
、

是
れ
は
責
め
て
善
悪
に
付
け
て
御
心
も
長た

け

く
、
分
別
の
方
も
有
り
け
れ
ば
、

ト

も
然
る
べ
し
。
然
る
に
、
鳥
羽
院
は
五
歳
、
近
衛
院
は

3

三
歳
に
て
御
即
位

4

有
り
し
を
、

「
早い

つ
し
か晩

（
脱
）
な
り
」
と
人
申
し
合
へ
り
し
に
、「
此
の
君
は
〈
諱
を
順の

ぶ
ひ
と仁

と
云
ふ
〉
僅
か
に
二
歳
に
成
ら
せ
給
ふ
。
先
例
無
し
、

5

物
騒
が
し
」
と
ぞ
人
皆
申
し
け
る
。

　

繋か
か

り
し
程
に
、
七
月
廿
二
日
、
新▽

一
六
ウ

院
〈
二
条
院
〉
位
を
下
り
て
後
、
纔わ

づ

か
に
卅
余
日
と
申
す
に
御
隠
れ
有
り
。
哀
れ
な
る
か
な
、
昨
日
は
当
帝
、
十
善
の
宝
位
に
昇
り
て

声は
な
や
か花

な
り
し
に
、
今
日
は
新
院
、
九
重
の
玉
の
棲

す
み
か

を
出
で
て
潦ヲ

チ

倒
る
。
父
の
御
年
は
廿
三
、
御
子
は
纔
に
二
歳
。
老
少
前
後
と
云
ひ
な
が
ら
、
世
に
浅あ

さ
ま
し猿

き
御
事
な
り
。

【
校
異
・
訓
読
】
1
訓
符
と
音
読
み
の
「
ノ
ウ
」
が
混
淆
し
た
ケ
ー
ス
。
2
付
訓
「
ニ
」
に
従
え
ば
、「
尋
ぬ
る
に
」
と
読
む
こ
と
と
な
る
が
、「
尋
我
朝
童
帝
者
」
に
よ
れ

ば
、〈
盛
・
屋
・
覚
〉
の
よ
う
に
、「
尋
れ
ば
」（〈
覚
〉
上
―
三
三
頁
）
と
も
読
め
る
。
3
〈
底
〉「
三
歳

ニ
シ
テ

」。
4
〈
底
〉「
有
二ヲ

」。
5
〈
底
〉「
物
騒

ク

」。
送
り
仮
名
「
ク
」

を
活
か
せ
ば
、
こ
の
前
後
、「
先
例
無
し
』
と
て
、
物
騒
が
し
く
ぞ
人
皆
申
し
け
る
」
と
も
読
め
る
が
、
こ
こ
は
掲
出
の
よ
う
に
読
ん
だ
。〈
盛
〉「
是
ハ
僅
ニ
二
歳
、
イ
マ

ダ
先
例
ナ
シ
、物
騒
シ
ク
ゾ
覚
エ
シ
」（
1
―
九
一
頁
）
と
あ
る
が
、〈
闘
〉
の
よ
う
に
人
が
申
し
合
っ
た
内
容
で
は
な
い
。〈
延
〉
の
「
是
ハ
僅
ニ
二
歳
、
未
ダ
先
例
ナ
シ
。

物
騒
シ
』
ト
云
ヘ
リ
」
の
形
に
倣
っ
た
。
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と
と
な
っ
た
。「
譲
二

位
於
第
二
親
王
順
仁
一

。〈
二
歳
。〉
先
雖
レ

可
レ

有
二

立
坊
一

、

依
二

主
上
御
不
予
危
急
一

、
俄
有
二

此
儀
一

。
二
歳
例
、
今
度
始
レ

之
」（『
百
練
抄
』

六
月
二
十
五
日
条
）。
　

〇
六
月
廿
五
日
、
俄
に
親
王
の
宣
旨
を
下
さ
れ
て
、
即

て
其
の
夜
御
位
を
譲
り
奉
り
き
　

〈
四
・
延
・
長
・
盛
・
南
・
屋
・
覚
・
中
〉
同
。

六
月
二
十
五
日
丑
刻
に
、
譲
位
の
事
が
あ
り
、
剣
璽
が
皇
子
順
仁
（
六
条
）
の
御

所
土
御
門
高
倉
亭
に
渡
さ
れ
て
い
る
。「
譲
位
事
。
丑
刻
、
渡
二

璽
剣
於
第
一
皇
子

御
所
土
御
門
高
倉
亭
一

、
近
日
可
二

立
太
子
一

有
レ

儀
、
及
二

今
日
一

俄
改
二

譲
位
一

也
」

（『
顕
広
王
記
』
六
月
二
十
五
日
条
）。
　

〇
我
が
朝
の
童
帝
を
尋
ぬ
る
に
…
　

以

下
は
、
こ
の
後
に
、「
と
ぞ
人
皆
申
し
け
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
人
皆
」
が
申
し

た
内
容
と
な
る
。〈
延
〉
の
場
合
も
、「
我
朝
ノ
童
帝
」
か
ら
「
物
騒
シ
」
ま
で
を
、

「
ト
云
ヘ
リ
」
と
締
め
括
る
会
話
文
と
解
し
う
る
が
、〈
延
全
注
釈
〉
は
、「
鳥
羽

院
五
歳
」
か
ら
を
会
話
文
と
す
る
。
に
対
し
て
、〈
闘
〉
の
場
合
は
、
そ
の
箇
所

を
「
然
る
に
、
鳥
羽
院
は
五
歳
…
」
と
続
け
る
こ
と
か
ら
も
、
会
話
文
の
初
め
を

「
我
が
朝
の
童
帝
を
尋
ぬ
る
に
…
」
か
ら
と
解
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。〈
闘
〉
と
同

様
に
、「
我
が
朝
の
童
帝
を
尋
ぬ
る
に
…
」
か
ら
を
会
話
文
と
す
る
の
は
、
他
に

〈
屋
・
覚
・
中
〉。
但
し
、〈
屋
・
覚
〉
は
、「
其
時
の
有
職
の
人
々
申
あ
は
れ
け
る

は
」
と
会
話
文
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
も
の
の
、
そ
の
会
話
文
は
、「
物
さ
は

が
し
と
も
お
ろ
か
な
り
」（〈
覚
〉
上
―
三
三
頁
）
と
唐
突
に
終
わ
る
形
に
な
っ
て

い
る
。
　

〇
人
王
五
十
六
代
清
和
天
皇
〈
諱
を
惟
仁
と
云
ふ
〉
九
歳
に
て
文
徳
天

皇
の
譲
り
を
受
け 

〈
四
・
延
・
長
・
盛
・
南
・
屋
・
覚
・
中
〉
同
。
但
し
、「
人

王
五
十
六
代
」「
諱
を
惟
仁
と
云
ふ
」
は
、〈
闘
〉
の
独
自
異
文
。
そ
の
独
自
記
事

は
、〈
闘
〉に
見
ら
れ
る
一
連
の
注
記
記
事
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
会
話
文
の
中
に
、

諱
の
注
記
記
事
が
記
さ
れ
る
こ
と
は
、〈
闘
〉
本
文
が
、
語
ら
れ
る
本
文
と
し
て

生
成
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
ろ
う
。
な
お
、
諱
の
注
記
記
事
に
つ

い
て
は
、
本
全
釈
五
「
仁
平
三
年
〈
癸
酉
〉」
の
注
解
（
九
～
一
〇
頁
）、
本
全
釈

六
「
奈
良
の
御
門
の
御
時
〈
諱
を
勝
宝
聖
武
天
皇
と
云
ふ
〉」
の
注
解
（
一
二
頁
）

参
照
。
　

〇
天
安
元
年
〈
丁
丑
〉
十
二
月
七
日
、
大
極
殿
に
て
御
即
位
有
り 

清

和
天
皇
の
即
位
年
月
を
記
す
の
は
、他
に
〈
盛
〉。〈
盛
〉「
天
安
二
年
八
月
」（
九
一

頁
）。
天
安
二
年
が
正
し
い
。
天
安
元
年
の
干
支
は
丁
丑
で
正
し
い
が
、
二
年
の

干
支
は
、
戊
寅
。
故
に
、「
元
年
」
は
、「
二
年
」
の
誤
写
で
は
な
い
。
清
和
天
皇

は
、天
安
二
年
（
八
五
八
）
八
月
二
十
七
日
受
禅
し
、同
十
一
月
七
日
即
位
し
た
。

『
愚
管
抄
』「
清
和
　

十
八
年
　

諱
惟
仁
。
水
尾
御
門
ト
申
。
天
安
二
年
八
月
廿
七

日
受
禅
。〈
九
。〉
嘉
祥
三
年
月
日
立
坊
。〈
一
歳
。〉
文
徳

ノ

第
四
子
。
貞
観
六
年

正
月
一
日
元
服
。
母
皇
太
后
藤
原
明
子
。〈
忠
仁
公
女
。
染
殿
ノ
后
ト
申
。〉
…
摂

政
太
政
大
臣
藤
良
房
。〈
忠
仁
公
。
白
川
殿
。
日
本
国
幼
主
摂
政
此
時
始

ル

也
。
天

安
二
年
十
一
月
七
日
即
位

ノ

日
也
。〉」（
旧
大
系
八
三
頁
）。『
歴
代
皇
紀
』「
天
安

二
年
八
月
廿
七
日
嗣
祚
。
元
東
宮
。
十
二
月
七
日
即
位
於
大
極
殿
。
年
九
歳
」。 

〇

是
れ
は
和
国
童
帝
の
始
め
な
り
　

〈
闘
〉
の
独
自
本
文
。
注
釈
的
記
事
。 

〇
南

面
に
し
て
政
を
行
は
れ
し
　

「
政
を
」、〈
四
〉
同
。〈
延
・
長
・
盛
・
南
・
屋
・
覚
・

中
〉「
一
日
万
機
ノ
政
ヲ
」（〈
延
〉
四
六
ウ
）。
諸
註
釈
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
周

公
旦
の
故
事
が
『
史
記
』
周
本
紀
に
、「
南
面
に
し
て
」
が
『
易
経
』
に
、「
一
日

万
機
ノ
政
」
が
『
尚
書
』
に
拠
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、〈
四
・
闘
〉
の
「
政
を
」

は
「
一
日
万
機
の
」
が
略
さ
れ
た
形
か
。
　

〇
陽
成
天
皇
〈
諱
を
貞
明
と
云
ふ
〉

九
歳
… 

「

も
然
る
べ
し
」
ま
で
、〈
闘
〉
の
独
自
異
文
。
清
和
天
皇
以
降
、
鳥

羽
天
皇
以
前
の
天
皇
の
中
で
、十
歳
未
満
で
即
位
し
た
天
皇
を
抜
き
出
し
た
も
の
。

『
愚
管
抄
』「
陽
成
　

八
年
　

諱
貞
明
。
貞
観
十
八
年
十
一
月
廿
九
日
受
禅
。〈
九
〉」

（
旧
大
系
八
四
頁
）。
　

〇
一
条
院
七
歳
　

一
条
院
は
、こ
こ
が
初
出
。
こ
こ
に
は
、

諱
は
付
さ
れ
ず
、
こ
の
後
の
「
東
宮
立
」
に
、「
但

シ

寛
和
二
年
〈
丙
戌
〉
六
月
廿
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一
日
一
条
院
〈
諱
云
懐
仁
〉
七
歳
御
時
於
二

大
極
殿

（
ニ
）

（
一
）

有
二

御
即
位
一

」（
巻
一
上

―
一
八
ウ
）
と
諱
が
記
さ
れ
る
。『
愚
管
抄
』「
一
条
　

廿
五
年
。
諱
懐
仁
。
寛
和

二
年
六
月
廿
三
日
ニ
受
禅
。〈
七
〉」（
九
四
頁
）。
　

〇
後
一
条
院
九
歳
　

現
存〈
闘
〉

に
見
る
後
一
条
院
の
記
載
は
こ
こ
の
み
。
後
一
条
院
の
場
合
も
、
諱
が
記
さ
れ
な

い
。『
愚
管
抄
』「
後
一
条
　

廿
年
。
諱
敦
成
。
長
和
五
年
正
月
廿
五
日
受
禅
。〈
九
〉」

（
九
八
頁
）。
な
お
、
こ
れ
以
外
に
、
八
歳
で
即
位
し
た
朱
雀
天
皇
の
例
が
あ
る
。

誤
脱
か
。『
愚
管
抄
』「
朱
雀
　

十
六
年
。
諱
寛
明
。
延
長
八
年
九
月
廿
二
日
受
禅
。

〈
八
〉」（
八
八
頁
）。
　

〇
是
れ
は
責
め
て
善
悪
に
付
け
て
御
心
も
長
く
、
分
別
の

方
も
有
り
け
れ
ば
、
最
も
然
る
べ
し
　

陽
成
天
皇
・
一
条
天
皇
・
後
一
条
天
皇
の

場
合
は
、
少
な
く
と
も
善
い
こ
と
悪
い
こ
と
い
ず
れ
に
お
い
て
も
心
も
聡
く
分
別

の
方
も
あ
る
の
で
、そ
の
即
位
は
全
く
問
題
な
い
の
意
。
こ
の
事
例
な
ど
か
ら
も
、

七
歳
以
降
の
子
供
は
、
認
識
能
力
に
お
い
て
も
大
人
と
質
的
に
同
等
の
存
在
と
な

る
こ
と
が
期
待
さ
れ
始
め
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る（
松
本
昭
彦
三
頁
）。 

〇

然
る
に
、
鳥
羽
院
は
五
歳
、近
衛
院
は
三
歳
に
て
御
即
位
有
り
し
を
、「
早
晩（
脱
）

な
り
」
と
人
申
し
合
へ
り
し
に
　

諸
本
同
。〈
延
〉「
鳥
羽
院
五
歳
、
近
衛
院
三
歳

ニ
テ
御
即
位
ア
リ
シ
ヲ
コ
ソ
、ト
シ
ト
人
思
ヘ
リ
シ
ニ
」（
四
六
ウ
）。
底
本
の
「
早

脱
」
は
、
こ
の
後
に
「
早
晩
」
の
用
例
が
あ
る
よ
う
に
、「
早
晩
」
の
誤
写
。『
饅

頭
屋
本
節
用
集
』
に
、「
早イ

ツ
シ
カ晩

」（
五
本
対
照
節
用
集
）。
前
項
に
見
る
よ
う
に
、

恐
ら
く
は
六
歳
ま
で
の
天
皇
の
即
位
が
「
早
晩
」
と
非
難
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ

う
。 

〇
此
の
君
は
〈
諱
を
順
仁
と
云
ふ
〉
僅
か
に
二
歳
に
成
ら
せ
給
ふ
。
先
例

無
し
　

六
条
天
皇
の
諱
が
順
仁
、
二
歳
で
の
即
位
は
先
例
が
な
い
こ
と
、
い
ず
れ

も
正
し
い
。『
百
練
抄
』「
廿
五
日
譲
二

位
於
第
二
親
王
順
仁
一

〈
二
歳
〉。
先
雖
レ

可
レ

有
二

立
坊
一

、依
二

主
上
御
不
豫
危
急
一

、
俄
有
二

此
儀
一

。
二
歳
例
、
今
度
始
レ

之
」

（
永
万
元
年
六
月
）。
　

〇
七
月
廿
二
日
、
新
院
〈
二
条
院
〉
位
を
下
り
て
後
、
纔

か
に
卅
余
日
と
申
す
に
御
隠
れ
有
り
　

二
条
院
崩
御
に
つ
い
て
、〈
四
〉「
翌ケ

イ

日
廿

八
日
」（
二
二
右
。
但
し
、
昭
和
女
子
大
本
の
「
翌
月
」
が
正
し
い
）、〈
延
〉「
同

七
月
廿
八
日
」（
四
六
ウ
）、〈
長
〉「
閏
七
月
廿
八
日
」（
四
七
頁
。「
閏
」
は
、「
同
」

の
誤
り
）、〈
南
〉「
次
日
廿
八
日
」（
五
九
頁
。
新
帝
即
位
を
「
七
月
廿
七
日
」
と

し
、
そ
の
次
の
日
）、〈
屋
・
覚
〉「
同
七
月
廿
七
日
」（〈
覚
〉
三
四
頁
）、〈
中
〉「
同

じ
き
廿
八
日
」（
三
四
頁
）。
二
条
院
の
崩
御
は
、
七
月
二
十
八
日
の
こ
と
。『
顕

広
王
記
』「
去
暁
、
新
院
遂
以
崩
二

押
小
路
東
洞
院
亭
一

、
御
年
廿
三
、
去
三
月
以

後
于
レ

今
不
予
也
」（
永
万
元
年
七
月
二
十
九
日
条
）。〈
闘
〉「
七
月
廿
二
日
」
は
、

『
愚
管
抄
』
が
「
元
年
七
月
廿
二
日
崩
御
」（
一
一
三
頁
）
と
す
る
よ
う
に
、
依
拠

資
料
に
あ
っ
た
間
違
い
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。
　

〇
哀
れ
な
る
か
な
、

昨
日
は
当
帝
、
十
善
の
宝
位
に
昇
り
て
声
花
な
り
し
に
…
　

「
世
に
浅
猿
き
御
事

な
り
」
ま
で
、〈
闘
〉
の
独
自
異
文
。「
当
帝
」
は
、
二
歳
で
即
位
し
た
六
条
天
皇

の
こ
と
。〈
延
・
長
・
盛
・
中
〉「
天
下
憂
喜
相
交
テ
取
敢
ザ
リ
シ
事
也
」（〈
延
〉

四
七
オ
）。「
憂
喜
」
は
、
二
条
院
の
崩
御
と
六
条
天
皇
の
即
位
と
を
指
す
。〈
南
・

覚
〉「
御
歳
廿
三
、つ
ぼ
め
る
花
の
散
れ
る
が
ご
と
し
。
玉
の
簾
、錦
の
帳
の
う
ち
、

皆
御
涙
に
む
せ
ば
せ
給
ふ
」（〈
覚
〉
上
―
三
四
頁
）。
　

〇
今
日
は
新
院
、
九
重

の
玉
の
棲
を
出
で
て
潦
倒
る
　

「
新
院
」
は
、
二
条
院
、「
九
重
の
玉
の
棲
」
は
院

御
所
を
指
す
。
こ
こ
は
、二
条
院
崩
御
の
婉
曲
的
な
表
現
。「
潦
倒
」
の
読
み
、〈
全

注
闘
〉
は
「
ヲ
チ
ブ
ル
」
と
読
み
、『
文
明
本
節
用
集
』「
落
魄
ヲ
チ
ブ
ル
或
作
潦

倒
」
を
引
く
。
但
し
、「
潦
倒
」
の
意
味
に
は
、「
老
衰
」
を
指
す
こ
と
が
多
く
、

当
該
の
意
味
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
し
、「
潦
」
に
は
路
面
を
あ
ふ
れ
て

流
れ
る
「
に
わ
た
み
ず
」、
つ
ま
り
長
雨
の
意
味
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
溜
ま
り
水

が
あ
ふ
れ
る
状
態
、
つ
ま
り
そ
れ
は
天
子
の
死
を
意
味
す
る
と
解
す
る
（
上
―

一
一
二
～
一
一
三
頁
）
が
存
疑
。『
黒
川
本
色
葉
字
類
抄
』「
潦ラ

ウ
タ
ウ倒

　

ホ
ヽ
ク
、ホ
ヽ
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【
引
用
研
究
文
献
】

＊
工
藤
浩
台
「
鎌
倉
期
女
院
乱
立
の
一
前
提
―
「
准
后
之
人
直
院
号
」
ル
ー
ト
の
創
出
―
」（
年
報
三
田
中
世
史
研
究
一
一
、
二
〇
〇
四
・
10
）

＊
佐
伯
智
広
「
徳
大
寺
家
の
荘
園
集
積
」（
史
林
八
六
―
1
、
二
〇
〇
三
・
1
）

＊
松
本
昭
彦
「
中
古
・
中
世
文
学
に
見
る
「
七
歳
」
の
意
味
―
小
学
校
満
六
歳
入
学
制
の
淵
源
と
し
て
―
」（
三
重
大
学
教
育
学
部
研
究
紀
要
五
九
、
二
〇
〇
八
・
3
）

【
原
文
】

同
八
月
七
日
香
―

隆
寺

ノ
1

良
〔（
艮
歟
）〕
蓮
―

台
野
―

2

辺
ニ

船
―

岡
山
奉
送
労
哉
忝
哉
玉
台
為
棲
御
座
君

ノ

草
―

村
ヲ

為
宿

ト（
一
）

御
座
寔

ニ

無
レ

益
世
界
本
―

蔵
ノ

聖
―

人
折
―

節
参
―

会
右

思
次

ケ
ル
3

〈（

）
何

モ

有
御
行

ノ

事
ヲ

今
日

4

問
ハ

今
ヲ

限
ト

聞
ソ

悲
キ

〉

読
ツ
ヽ

黒
―

染
―

袖
ヲ

汐
―リ

会
ヘ
リ

理
ト
ソ

覚
ケ
ル

舟
―

岡
―

山
ノ

御
―

巓
ト

申
ナ
リ

労
―

哉
忝
―

哉
玉
―

台
為
棲
一

御
―

座
ケ
ル

君
ノ

草
―

村
ヲ

為
宿
（
一
）

御
―

座
ス

寔
ニ

無
益
（
一
）

世
―

界
也
近
―

衛
大
―

宮
ハ

立
セ

二

代
―

后
一ニ

給
不
御
―二

座
指

タ
ル

御
幸
一モ

又
早
―

晩
奉
レ

後
二

此
―

君
一ニ

給
急

テ

降
御
―

髪
一ヲ

御
―

座
ケ
ル
ト
ソ

聞
ヘ
シ

【
釈
文
】

　

同
じ
き
八
月
七
日
、
香か

う

隆り
ゆ

寺う
じ

の
1

艮
う
し
と
ら（

良
）
蓮
台
野
の

2

辺
り
に
、
船
岡
山
に
送
り
奉
る
。
労

い
た
は

し
き
か
な
、
忝

か
た
じ
けな

き
か
な
、
玉
台
を
棲

す
み
か

と
為し

て
御
座
し
け
る
君
の
、
草

村
を
宿
と
為
て
御
座
す
。
寔

ま
こ
と

に
益や

く

無
き
世
界
な
り
。

　

本
蔵
の
聖
人
、
折
節
参
会
し
て
、
右か

く

ぞ
思
ひ
次つ

づ

け
け
る
。

　

3

何い

つ
も
有
る
御み

ゆ

き行
の
事
を
今
日

4

問
へ
ば
　

今
を
限
り
と
聞
く
ぞ
悲
し
き

ケ
タ
リ
」（
上
三
九
オ
）、〈
名
義
抄
〉「
潦
倒
　

ホ
ヽ
ケ
タ
ル
、
ユ
ヒ
ダ
ル
」（
仏

上
二
三
）。『
和
漢
朗
詠
集
』「
昔
為
京
洛
声
華
客
　

今
作
江
湖
潦
倒
翁
（
昔
は
京

洛
声
華
と
は
な
や
か
な
る
客
た
り
　

今
は
江
湖
の
潦
倒
と
お
ち
ぶ
れ
た
る
翁
と
な

り
た
り
）」。「
潦
倒
」
は
、「
零
落
飄
泊
す
る
さ
ま
。
よ
ぼ
よ
ぼ
」（
旧
大
系

二
三
七
頁
）
の
意
。
こ
こ
は
、
次
節
に
二
箇
所
に
わ
た
っ
て
重
複
す
る
形
で
、
二

条
院
の
葬
送
の
場
面
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
こ
と
と
関
わ
ろ
う
。「
何
つ
も
有

る
御
行
の
事
を
今
日
問
へ
ば
…
」
の
和
歌
の
前
後
に
、
同
文
の
「
玉
台
を
棲
と
為

て
御
座
し
け
る
君
の
、草
村
を
宿
と
為
て
御
座
す
」と
記
さ
れ
る
。「
潦
倒
る
」は
、

「
草
村
を
宿
と
為
て
御
座
す
」
と
関
わ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、「
潦
倒
る
」
は
、「
お

ち
ぶ
る
」
と
読
み
、
二
条
院
は
、
こ
れ
ま
で
の
華
や
か
な
院
御
所
を
出
て
、
今
は

草
村
を
住
処
と
す
る
―
そ
の
零
落
ぶ
り
を
こ
こ
で
は
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し

た
二
条
院
に
対
す
る
こ
う
し
た
視
線
は
、
世
の
無
常
に
対
す
る
思
い
と
共
に
、
こ

れ
ま
で
に
見
て
き
た
二
条
院
へ
の
批
判
的
な
言
説
と
も
関
わ
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
　

〇
父
の
御
年
は
廿
三
、
御
子
は
纔
に
二
歳
。
老
少
前
後
と
云
ひ
な
が
ら

… 

こ
こ
は
父
の
二
条
院
が
二
十
三
歳
で
亡
く
な
り
、
子
の
六
条
天
皇
が
二
歳
で

即
位
し
た
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
老
少
不
定
の
意
の
「
老
少
前
後
」
と
評

す
る
の
は
、
文
意
の
上
か
ら
も
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
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【
注
解
】
〇
同
じ
き
八
月
七
日
、
香
隆
寺
の
艮
蓮
台
野
の
辺
り
に
、
船
岡
山
に
送

り
奉
る
　

〈
闘
〉
に
近
似
す
る
の
が
、〈
四
〉「
同
年

の

八
月
七
日
香
隆
寺

の

艮
於

て

蓮

台
野

に

有
二

御
葬さ

う

送そ
う

一

」（
二
二
右
～
二
二
左
）
と
、〈
南
・
屋
・
覚
・
中
〉「
や
が

て
其
夜
香
隆
寺
の
う
し
と
ら
、
蓮
台
野
の
奧
、
船
岡
山
に
お
さ
め
奉
る
」（
三
四

頁
）。
一
方
、〈
延
・
長
〉
は
「
同
八
月
七
日
、
香
隆
寺
ニ
白
地
ニ
宿
シ
進
セ
テ
後
、

彼
寺
ノ
艮
ニ
蓮
台
野
ト
云
所
ニ
奉
納
一

」（〈
延
〉
巻
一
―
四
七
オ
）
と
す
る
。
以

上
か
ら
す
れ
ば
、〈
闘
〉
は
、「
香
隆
寺
の
艮
蓮
台
野
の
辺
り
、
船
岡
山
に
送
り
奉

る
」
と
読
む
べ
き
だ
ろ
う
。【
校
異
・
訓
読
】
2
参
照
。〈
闘
〉
が
船
岡
山
に
触
れ

る
点
、〈
南
・
屋
・
覚
・
中
〉
に
近
い
。
に
対
し
て
、〈
延
・
長
〉
で
は
、
二
条
院

の
遺
体
を
香
隆
寺
に
一
時
安
置
し
た
後
、
蓮
台
野
へ
納
め
た
と
す
る
。『
顕
広
王

記
』「
先
皇
御
葬
送
也
〈
高
隆
寺
原
〉。
其
礼
不
レ

似
二

前
々
一

、
人
数
不
レ

幾
云
々
。

公
卿
九
人
、
殿
上
人
少
々
云
々
」（
八
月
七
日
条
）。『
百
練
抄
』「
新
院
崩〈
廿
三
〉。

葬
二

香
隆
寺
北
一

」（
七
月
二
十
八
日
条
）。
さ
ら
に
、『
百
練
抄
』
に
は
、
五
年
後

の
嘉
応
二
年
（
一
一
七
〇
）
五
月
十
七
日
条
に
、「
二
条
院
御
骨
、
自
二

香
隆
寺
本

堂
一

渡
二

三
昧
堂
一

。
件
堂
、
以
二

二
条
皇
后
（「
皇
居
」
が
良
い
か
）
崩
御
殿
一

。
左

大
臣
渡
二

造
之
一

」
と
あ
る
。『
顕
広
王
記
』『
百
練
抄
』
に
よ
れ
ば
、
二
条
院
の
葬

送
は
、
八
月
七
日
に
、
香
隆
寺
の
北
東
に
当
た
る
船
岡
山
か
ら
衣
笠
山
に
か
け
て

の
蓮
台
野
付
近
で
荼
毘
に
付
し
た
後
、
遺
骨
を
香
隆
寺
に
納
め
て
お
き
、
五
年
後

の
嘉
応
二
年
に
三
昧
堂
に
改
め
て
納
骨
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
故
に
、〈
延
・
長
〉

は
、
一
度
香
隆
寺
に
安
置
し
た
後
、
蓮
台
野
で
荼
毘
に
付
し
た
と
こ
ろ
ま
で
を
記

述
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
に
対
し
て
〈
四
・
闘
・
南
・
屋
・
覚
・
中
〉
の
記
述
で
は
、

香
隆
寺
は
蓮
台
野
の
位
置
を
示
す
役
割
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
く
、
葬
送
に
お
い

て
香
隆
寺
の
果
た
し
た
役
割
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。〈
延
全
注

釈
〉
の
注
解
「
香
隆
寺
ニ
白
地
ニ
宿
シ
進
セ
テ
」（
巻
一
―
二
七
〇
～
二
七
一
）、

〈
盛
全
釈
〉
の
注
解
「
左
中
将
頼
定
朝
臣
御
骨
ヲ
奉
懸
、香
隆
寺
ニ
渡
シ
入
奉
ル
」

（
六
―
六
一
～
六
二
頁
）
参
照
。
ま
た
、〈
盛
〉
は
、衣
笠
岡
で
荼
毘
に
付
し
た
後
、

香
隆
寺
に
納
骨
す
る
ま
で
を
詳
細
に
記
す
。
　

〇
労
し
き
か
な
、
忝
な
き
か
な
、

玉
台
を
棲
と
為
て
御
座
し
け
る
君
の
、
草
村
を
宿
と
為
て
御
座
す
。
寔
に
益
無
き

世
界
な
り
　

〈
闘
〉
の
独
自
異
文
。
こ
の
後
、「
何
つ
も
有
る
…
」
の
和
歌
の
後
に

も
、
全
く
の
同
文
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
こ
の
本
文
は
、
二
条
院
崩
御
記
事
の
締
め

括
り
で
も
あ
る
和
歌
の
後
に
あ
る
の
が
本
来
の
形
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
当
該
記
事

は
、
前
節
の
「
今
日
は
新
院
、
九
重
の
玉
の
棲
を
出
で
て
潦
倒
る
」
と
連
接
し
よ

と
読
み
つ
つ
、
墨（
黒
）染
の
袖
を
汐し

ぼ

り
会
へ
り
。
理

こ
と
は
りと

ぞ
覚
え
け
る
。
舟
岡
山
の
御
巓

い
た
だ
きと

申
す
な
り
。
労

い
た
は

し
き
か
な
、
忝
き
か
な
、
玉
台
を
棲

す
み
か

と
為
て
御
座
し
け
る
君
の
、

草
村
を
宿
と
為
て
御
座
す
。
寔
に
益
無
き
世
界
な
り
。

　

近
衛
の
大
宮
は
、
二
代
の
后
に
立
た
せ
給
ひ
た
り
し
か
ど
も
、
指さ

し
た
る
御
幸
ひ
も
御
座
さ
ず
。
又
早い

つ
し
か晩

此
の
君
に
も
後お

く

れ
奉
り
給
ひ
し
か
ば
、
急や

が

て
御み

ぐ

し髪
を
降
ろ
し
御

座
し
け
る
と
ぞ
聞
こ
え
（
へ
）
し
。

【
校
異
・
訓
読
】1「
良
」の
右
に
、
朱
で「
艮
歟
」と
傍
書
。
朱
に
よ
る
傍
書
は
、
本
文
書
写
後
、
音
符
・
訓
符
が
付
さ
れ
る
際
に
付
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
2「
辺

ニ

」。「
ニ
」

は
衍
字
か
、
あ
る
い
は
「
船
岡
山
に
」
の
「
に
」
が
紛
れ
た
も
の
か
。
3
行
頭
に
割
注
の
形
で
和
歌
が
引
用
さ
れ
る
。
和
歌
を
引
用
す
る
た
め
行
替
え
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、

前
文
の
「
右
思
次

ケ
ル

」
に
直
接
続
く
形
と
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。〈
闘
〉
で
和
歌
が
割
注
の
形
で
引
用
さ
れ
る
の
は
こ
こ
の
み
。
本
全
釈
五
の
注
解
「
優
に
ぞ
」（
三
～
四
頁
）

参
照
。
4
「
問

ハ

」
か
ら
行
替
え
さ
れ
る
。
当
該
注
解
参
照
。
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う
。
そ
の
記
事
が
〈
闘
〉
に
増
補
さ
れ
た
際
に
、
当
該
記
事
と
併
せ
て
取
り
込
ま

れ
た
の
で
あ
ろ
う
。「
益
無
き
」
は
「
や
く
な
き
」
と
読
ん
だ
が
、〈
四
〉
に
は
、「

度
無

ク
ソ

益キ

被
レケ

ル

思
」（〈
四
全
釈
〉
巻
九
―
一
三
〇
頁
）
と
の
用
法
も
見
え
、
こ
こ

も
「
益

あ
ぢ
き

無
き
世
界
な
り
」
と
も
読
め
よ
う
か
。
　

〇
本
蔵
の
聖
人
　

次
に
引
く
歌

を
、〈
四
・
盛
・
覚
〉
は
、
高
倉
院
葬
送
の
折
の
こ
と
と
し
、
澄
憲
の
歌
と
す
る
。

に
対
し
て
、〈
闘
・
延
・
長
・
南
・
屋
・
中
〉
は
巻
一
に
置
き
、
二
条
院
葬
送
の

折
の
歌
と
す
る
。
歌
の
作
者
は
、〈
闘
〉
の
「
本
蔵
の
聖
人
」
の
他
、〈
延
・
長
・
南
〉

「
長
方
」、〈
屋
〉「
隆
憲
」、〈
中
〉「
祇
園
の
別
当
て
う
け
ん
」
と
す
る
。『
千
載
集
』

巻
九
・
哀
傷
に
よ
れ
ば
、
二
条
院
葬
送
の
折
の
澄
憲
の
歌
。「
二
条
院
か
く
れ
さ

せ
給
う
て
御
わ
ざ
の
夜
よ
み
侍
け
る
　

法
印
澄
憲
　

つ
ね
に
見
し
君
が
み
ゆ
き
を

け
ふ
問
へ
ば
帰
ら
ぬ
旅
と
聞
く
ぞ
か
な
し
き
」。『
月
詣
和
歌
集
』
巻
十
・
哀
傷
・

九
六
七
で
は
、二
条
院
葬
送
時
の
隆
憲
の
歌
と
す
る
。
隆
憲
は
澄
憲
の
誤
り
だ
が
、

〈
屋
〉
と
一
致
す
る
。
紛
れ
や
す
い
用
字
の
た
め
だ
ろ
う
。
高
倉
院
葬
送
の
折
の

こ
と
と
す
る
〈
四
・
盛
・
覚
〉
は
、
二
条
院
が
父
後
白
河
院
の
意
に
背
い
た
親
不

孝
な
帝
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
哀
傷
歌
を
、
孝
子
・
賢
王
と
し
て
描
か
れ
る
高
倉

院
の
葬
送
記
事
に
転
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
本
蔵
の
聖
人
に
つ
い
て
は

不
明
。
次
項
参
照
。
　

〇
何
つ
も
有
る
御
行
の
事
を
今
日
問
へ
ば
　

今
を
限
り
と

聞
く
ぞ
悲
し
き
　

当
該
歌
が
な
ぜ
割
注
の
形
で
引
用
さ
れ
る
の
か
不
明
。
但
し
、

割
注
の
形
で
は
な
い
が
、
行
を
替
え
ず
に
二
字
ほ
ど
空
け
て
和
歌
が
記
さ
れ
る
事

例
は
、
二
例
有
る
。
共
に
巻
一
下
「
十
九
　

讃
岐
院
追
号
事
」
に
引
か
れ
る
例

で
、
一
つ
は
、「
無
二

其
御
跡
形
一モ

哀
覚

（
セ
）

給
テ

」
に
続
け
て
、「
松
山

ニ

流
レテ

浪
ニ

来
シ

船
ノ

之
…
」（
三
九
オ
）
の
歌
が
引
か
れ
る
例
、
今
一
つ
は
、「
思
二

連
レ

斯
（
一
）

」
に

続
け
て
、「
吉
哉
君
昔

ノ

玉
のノ

床
爾ト

テ
モ

…
」（
三
九
オ
）
の
歌
が
引
か
れ
る
例
で
あ
る
。

ま
た
、
割
注
の
形
で
記
さ
れ
る
当
該
歌
が
、
下
に
十
分
な
余
白
が
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
下
の
句
か
ら
で
は
な
く
、
上
の
句
の
途
中
の
「
問
へ
ば
」
か
ら
行
が
替

え
ら
れ
る
理
由
も
不
明
。
恐
ら
く
は
、
原
本
の
形
を
留
め
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
な

お
、〈
闘
〉
の
歌
句
は
、
諸
本
の
中
で
も
か
な
り
特
異
な
も
の
。〈
延
〉「
ツ
ネ
ニ

ミ
シ
君
ガ
御
幸
ヲ
ケ
サ
ト
ヘ
バ
帰
ラ
ヌ
旅
ト
聞
ゾ
カ
ナ
シ
キ
」（
巻
一
―
四
七
オ
）。

〈
延
〉
の
歌
句
と
対
照
さ
せ
る
と
、
異
同
の
あ
る
歌
句
は
（〈
闘
〉
を
除
く
）、
初

句
〈
中
〉「
昨
日
見
シ
」、
三
句
〈
四
〉「
今
日
ヨ
リ
ハ
」、〈
盛
・
屋
・
覚
・
中
〉「
今

日
ト
ヘ
バ
」。〈
闘
〉
の
歌
句
が
、
諸
本
に
比
し
て
か
な
り
改
変
さ
れ
て
い
る
そ
の

理
由
は
判
然
と
し
な
い
が
、「
本
蔵
の
聖
人
」
と
い
う
正
体
不
明
の
人
物
を
読
み

手
と
し
、
初
句
の
「
何
つ
も
有
る
」
の
よ
う
に
歌
語
ら
し
く
な
い
語
を
用
い
て
い

る
事
か
ら
す
れ
ば
、
人
物
を
含
め
て
意
図
的
な
改
変
が
施
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
ろ

う
。
　

〇
舟
岡
山
の
御
巓
と
申
す
な
り
　

先
の
「
船
岡
山
に
送
り
奉
る
」
と
す
る

記
事
に
合
致
す
る
が
、
二
条
天
皇
の
陵
が
そ
の
頂
に
あ
る
と
い
う
伝
承
の
入
手
経

路
は
未
詳
。
二
条
院
の
陵
は
、「
等
持
院
の
東
に
あ
り
、
正
式
に
は
二
条
天
皇
香

隆
寺
陵
と
い
う
」（〈
平
凡
社
地
名
・
京
都
市
〉
四
九
八
頁
）。
　

〇
指
し
た
る
御

幸
ひ
も
御
座
さ
ず
　

〈
盛
・
南
・
屋
・
中
〉
同
。「
御
幸
」
を
、〈
盛
〉
同
（
但
し
、

近
衛
本「
御
さ
い
は
ひ
」、
蓬
左
文
庫
本「
御ミ

ユ

キ幸
」、静
嘉
堂
文
庫
本「
御サ

イ
ハ
イ幸

」）、〈
南
〉

「
御
幸

サ
イ
ワ
ヒ

」（
上
―
六
〇
頁
）、〈
屋
〉「
御
―

幸
」（
三
六
頁
）、〈
中
〉「
御
さ
い
わ
い
」（
三
四

頁
）。〈
闘
〉
も
「
御
幸
ひ
」
と
読
ん
で
良
か
ろ
う
。
再
入
内
を
拒
否
す
る
多
子
に
、

父
の
公
能
は
、「
此
の
御
末
に
王
子
御
誕
生
有
ら
ば
、
君
は
国
母
と
崇
め
ら
れ
御

座
さ
ば
、
愚
老
は
帝
祖
と
云
は
る
べ
し
。
家
門
の
栄
花
に
や
有
る
べ
か
ら
ん
」
と

説
得
し
た
が
、
皇
子
や
姫
君
の
誕
生
も
な
く
の
意
。
　

〇
早
晩
此
の
君
に
も
後
れ

奉
り
給
ひ
し
か
ば
、
急
て
御
髪
を
降
ろ
し
御
座
し
け
る
と
ぞ
聞
こ
え
し
　

多
子
の

出
家
の
こ
と
を
記
す
の
は
、〈
延
・
長
・
盛
・
南
・
屋
・
中
〉
同
。『
顕
広
王
記
』

十
二
月
二
十
七
日
条
「
太
皇
太
后
宮
御
出
家
〈
年
廿
六
〉」。
出
家
は
暫
く
し
て
後
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の
こ
と
で
あ
っ
た
。

(
本
稿
は
、
二
〇
一
三
年
度
名
古
屋
学
院
大
学
研
究
奨
励
金
に
よ
る
成
果
の
一
つ

で
あ
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